
「節電への御協力をよろしくお願いいたします」 
 

 

（お知らせ） 

「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」（案）に関する 

意見の募集（パブリックコメント）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．背 景 

鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針（以下「基本指針」と

いう。）は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（以下「鳥獣保護法」という。）

第 3 条に基づき、環境大臣が作成するもので、鳥獣保護事業の実施に関する基本的事

項や、都道府県が作成する鳥獣保護事業計画に関する事項を定めています。 

鳥獣保護法第 4 条では鳥獣保護事業計画は基本指針に即して定めることとされてお

り、現行の鳥獣保護事業計画が今年度末に終了するため、新たな基本指針を示すこと

としています。 

環境省では、鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針について

平成 22 年 9 月 27 日に中央環境審議会に諮問し、同審議会野生生物部会鳥獣保護管理

小委員会において検討を進め、今般新しい基本指針（案）を取りまとめました。 

 

２．対 象 

 鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針（案） 

 

３．意見の提出方法 

御意見のある方は、別添「意見募集要項」に沿って郵送、FAX又は電子メールにて御

提出願います。意見募集要項に沿っていない場合、無効となる場合がありますので御

注意願います。 

なお、頂いた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承くだ

さい。 

平成 23 年 5 月 12 日（木） 

環境省自然環境局野生生物課 
鳥獣保護業務室 

電話 03－5521－8285（直通） 
 03－3581－3351（代表） 

室  長：宮澤 俊輔 (6470) 
補  佐：山本 麻衣 (6471) 
担  当：刈部 博文 (6493) 

環境省では、このほど平成 24年度から 5か年の「鳥獣の保護を図るための事業を実

施するための基本的な指針」の案を取りまとめました。             

 この案について広く国民の皆さまから御意見を募集するため、平成 23年 5月 12日

（木）から 6月 10日（金）までの間、パブリックコメントを行います。 


